
　

２
０
２
３
年
７
月
７
日
、
バ
イ
デ
ン
政
権
は
、
医
療

保
険
に
係
る
規
則
の
改
正
を
提
案
し
ま
し
た
（1）

。
提
案

に
際
し
て
、
バ
イ
デ
ン
大
統
領
は
、
詐
欺
的
な
医
療
保

険
と
予
期
せ
ぬ
追
加
費
用
負
担
（junk fee
）
か
ら

人
々
を
守
る
こ
と
が
、
改
定
の
趣
旨
で
あ
る
と
述
べ
て

い
ま
す
（2）

。
他
方
、
共
和
党
が
主
導
す
る
下
院
は
、
独

自
の
医
療
保
険
制
度
改
革
法
案
（
以
下
、
Ｃ
Ｈ
Ｏ
Ｉ
Ｃ

Ｅ
法
案
（3）

）
を
６
月
21
日
に
可
決
し
ま
し
た
。
民
主
党

が
上
院
で
多
数
を
占
め
る
た
め
、
同
法
案
が
成
立
す
る

可
能
性
は
ほ
ぼ
あ
り
ま
せ
ん
が
、
２
０
２
４
年
大
統
領

選
挙
を
見
据
え
た
共
和
党
側
の
医
療
制
度
改
革
案
と
し

て
、
注
目
す
べ
き
か
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
今
回
の

連
載
で
は
、
バ
イ
デ
ン
政
権
の
医
療
制
度
改
革
構
想
と

共
和
党
の
Ｃ
Ｈ
Ｏ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
法
案
を
取
り
上
げ
た
い
と
思

い
ま
す
。

バ
イ
デ
ン
政
権
の
医
療
制
度
改
革
構
想
の
概
要

　

バ
イ
デ
ン
政
権
が
７
月
に
公
表
し
た
医
療
保
険
に
係

る
規
則
の
改
正
案
は
、
大
き
く
４
つ
の
内
容
か
ら
な
り

ま
す
。
第
１
に
、「
短
期
な
い
し
有
期
の
医
療
保
険
」

（short-term
, lim

ited-duration insurance, 

Ｓ

Ｔ
Ｌ
Ｄ
Ｉ
）
の
定
義
を
明
確
に
し
、
公
衆
衛
生
法

（Public H
ealth Service A

ct

）
お
よ
び
オ
バ
マ
ケ

ア
法
（A

ccountable Care A
ct,

Ａ
Ｃ
Ａ
）
に
よ
る

医
療
保
険
規
制
を
免
れ
る
よ
う
な「
粗
悪
な
保
険
」（junk 

insurance

）
に
対
処
す
る
こ
と
で
す
。
Ｓ
Ｔ
Ｌ
Ｄ
Ｉ
は
、

本
来
は
、
医
療
保
険
を
変
更
す
る
と
き
な
ど
に
、
無

保
険
状
態
と
な
ら
な
い
よ
う
一
時
的
に
保
険
給
付
を
カ

バ
ー
す
る
保
険
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
医
療
保
険
規
制

の
適
用
が
免
除
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
ト
ラ
ン

プ
政
権
は
、
Ａ
Ｃ
Ａ
を
空
洞
化
さ
せ
る
べ
く
、
Ｓ
Ｔ
Ｌ

医
療
制
度
改
革
の
争
点

医
療
制
度
改
革
の
争
点

　
　
　

　
　
　
――
バ
イ
デ
ノ
ミ
ク
ス
と
Ｃ
Ｈ
Ｏ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
法
案

バ
イ
デ
ノ
ミ
ク
ス
と
Ｃ
Ｈ
Ｏ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
法
案

京
都
橘
大
学
経
済
学
部
教
授

髙
山  

一
夫

ア
メ
リ
カ
の
医
療
政
策
動
向
（35）

連  載

Ｄ
Ｉ
の
活
用
を
促
進
し
（4）

、
加
入
期
間
を
12
カ
月
（
最
大

で
36
カ
月
）
に
ま
で
延
長
し
ま
し
た
。
不
必
要
な
法
定

給
付
の
免
除
や
保
険
給
付
の
上
限
設
定
な
ど
が
可
能
な

Ｓ
Ｔ
Ｌ
Ｄ
Ｉ
に
加
入
す
れ
ば
、
医
療
保
険
料
が
安
く
な

る
と
喧
伝
し
た
こ
と
も
あ
り
、
２
０
１
８
年
ま
で
に
約

１
５
０
万
人
が
Ｓ
Ｔ
Ｌ
Ｄ
Ｉ
に
加
入
し
て
い
ま
し
た
（5）

。

　

今
回
の
改
正
案
で
は
、
Ｓ
Ｔ
Ｌ
Ｄ
Ｉ
が
文
字
通
り
短

期
間
の
つ
な
ぎ
的
な
医
療
保
険
で
あ
り
、
本
来
の
医
療

保
険
に
代
わ
る
プ
ラ
ン
で
は
な
い
こ
と
を
明
確
に
す
る

と
と
も
に
、
加
入
期
間
を
３
カ
月
（
最
大
で
４
カ
月
）

に
制
限
す
る
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
医
療
保
険
者
が
、

各
州
の
医
療
保
険
法
を
免
れ
る
た
め
に
、
グ
ル
ー
プ
・

ト
ラ
ス
ト
や
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
組
織
し
て
Ｓ
Ｔ
Ｌ

Ｄ
Ｉ
を
販
売
し
て
い
る
実
態
に
鑑
み
、
そ
う
し
た
場
合

に
も
個
人
医
療
保
険
（
雇
用
主
が
従
業
員
向
け
に
購
入

す
る
場
合
に
は
団
体
医
療
保
険
）
に
係
る
規
制
が
適
用
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Ｉ
も
そ
の
一
類
型
と
さ
れ
ま
す
。
改
正
案
で
は
、
特
定

疾
病
を
対
象
と
す
る
例
外
給
付
プ
ラ
ン
に
関
す
る
情
報

を
収
集
し
、
将
来
の
規
制
強
化
に
備
え
る
と
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
雇
用
主
や
個
人
が
毎
年
定
額
を
積
み
立
て

る
プ
ラ
ン
（level-funded plan

）
に
関
し
て
も
、
と

く
に
小
規
模
雇
用
主
の
間
で
自
家
保
険
プ
ラ
ン
と
し
て

普
及
し
て
い
る
実
態
を
ふ
ま
え
て
、
改
正
案
で
は
コ
メ

ン
ト
を
収
集
し
、
規
制
が
必
要
で
あ
る
か
検
討
す
る
と

し
て
い
ま
す
。

　

最
後
に
、
所
得
控
除
に
係
る
要
件
の
明
確
化
で
す
。

改
正
案
で
は
、
実
際
の
医
療
費
と
は
無
関
係
に
一
定
額

を
支
払
う
プ
ラ
ン
な
ど
の
障
害
医
療
保
険
（accident 

or health insurance

）
か
ら
の
保
険
給
付
に
つ
い

て
は
、
当
該
給
付
を
従
業
員
の
所
得
に
含
め
る
こ
と
と

し
、
所
得
税
や
連
邦
社
会
保
障
税
、
連
邦
失
業
保
険
税

が
課
税
さ
れ
る
と
し
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
今
回
の
規

則
が
提
案
す
る
要
件
を
満
た
さ
な
い
プ
ラ
ン
に
対
し
て

は
、
所
得
か
ら
の
控
除
を
認
め
な
い
と
し
て
い
ま
す
。

　

バ
イ
デ
ン
政
権
が
今
回
提
示
し
た
医
療
保
険
に
係
る

規
則
の
改
正
案
に
つ
い
て
は
、
２
０
２
３
年
９
月
11
日

ま
で
書
面
で
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
が
受
け
付
け

ら
れ
、
そ
れ
ら
を
ふ
ま
え
て
、
２
０
２
４
年
１
月
に
も

最
終
規
則
が
公
表
さ
れ
る
予
定
で
す
。
バ
イ
デ
ン
大
統

領
は
、
政
権
発
足
当
初
か
ら
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
に
よ
る

Ａ
Ｃ
Ａ
の
空
洞
化
へ
の
対
処
を
各
省
に
指
示
し
て
き
ま

し
た
（6）

。
今
回
の
改
正
案
は
、
Ａ
Ｃ
Ａ
を
柱
と
す
る
医

療
保
険
制
度
の
維
持
・
拡
充
に
関
す
る
バ
イ
デ
ン
政
権

の
取
り
組
み
の
、
い
わ
ば
総
仕
上
げ
と
い
う
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

Ｃ
Ｈ
Ｏ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
法
案
の
概
要
と
今
後
の

医
療
制
度
改
革
論
議
に
お
け
る
争
点

　

バ
イ
デ
ン
政
権
の
取
り
組
み
と
は
対
照
的
に
、
共
和

党
も
独
自
の
医
療
保
険
制
度
改
革
法
案
で
あ
る
Ｃ
Ｈ
Ｏ

Ｉ
Ｃ
Ｅ
法
案
を
取
り
ま
と
め
、
６
月
に
下
院
で
法
案
を

可
決
し
ま
し
た
。
Ｃ
Ｈ
Ｏ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
法
案
は
、
主
に
３
つ

の
内
容
か
ら
な
り
ま
す
。

　

１
つ
目
は
、
自
営
業
者
も
含
め
て
、
同
業
種
の
個
人

や
団
体
が
共
同
で
加
入
す
る
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
・
ヘ

ル
ス
プ
ラ
ン
（A

ssociation H
ealth Plan, 

Ａ
Ｈ

Ｐ
）
の
設
立
を
認
め
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
単
一
の

雇
用
主
が
運
営
す
る
自
家
保
険
プ
ラ
ン
と
同
様
に
取

り
扱
う
こ
と
で
す
。
自
家
保
険
プ
ラ
ン
は
連
邦
退
職

所
得
保
障
法
（Em

ployee Retirem
ent Incom

e 
Security A

ct, 

Ｅ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
、
州
保
険
法

の
適
用
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ト
ラ
ン
プ
政
権

は
、
Ｅ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ａ
に
お
け
る
「
雇
用
主
」
の
定
義
を

アメリカの医療政策動向

さ
れ
る
と
し
ま
し
た
。

　

第
２
に
、
定
額
補
償
給
付
プ
ラ
ン
（fixed 

indem
nity expected benefits coverage

）
に

関
す
る
規
制
強
化
で
す
。
定
額
補
償
給
付
プ
ラ
ン
と
は
、

何
ら
か
の
保
険
事
故
に
対
し
て
事
前
に
定
め
ら
れ
た
一

定
金
額
を
給
付
す
る
所
得
補
償
保
険
で
あ
り
、
医
療
保

険
に
係
る
規
制
が
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。
今
回
の
改
正
案

で
は
、
出
来
高
払
い
の
医
療
保
険
と
誤
認
さ
れ
な
い
よ

う
、
医
療
行
為
ご
と
に
一
定
額
を
支
払
う
タ
イ
プ
の
プ

ラ
ン
を
禁
止
す
る
等
、
定
額
補
償
給
付
プ
ラ
ン
の
支
払

い
方
式
を
規
制
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
改
正
案
で
は
、
雇

用
主
や
個
人
が
定
額
補
償
給
付
を
医
療
保
険
に
代
替
す

る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
定
額
補
償
給
付
プ
ラ
ン
は
、
医

療
保
険
の
給
付
と
は
関
連
付
け
て
は
な
ら
な
い
と
し
て

い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
同
一
の
保
険
者
の
も
と
で
、
医

療
保
険
給
付
の
一
部
を
除
外
す
る
代
わ
り
に
定
額
補
償

給
付
を
用
い
る
こ
と
は
、
認
め
ら
れ
な
い
わ
け
で
す
。

　

第
３
に
、
が
ん
保
険
の
よ
う
に
、
公
衆
衛
生
法
と
Ａ
Ｃ

Ａ
が
定
め
る
法
定
給
付
を
満
た
さ
ず
に
特
定
の
疾
病
の

み
を
給
付
対
象
と
す
る
プ
ラ
ン
（specified disease 

excepted benefits coverage

）
に
対
す
る
注
意

喚
起
で
す
。
法
定
給
付
等
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
医
療

保
険
は
、
法
的
に
は
例
外
給
付
プ
ラ
ン
（excepted 
benefits coverage

）
に
分
類
さ
れ
、
先
の
Ｓ
Ｔ
Ｌ
Ｄ
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目
指
す
も
の
と
い
え
ま
す
。

　

３
つ
目
は
、
小
規
模
雇
用
主
に
よ
る
自
家
保
険
創
設

の
促
進
で
す
。
先
に
も
触
れ
た
、
毎
年
定
額
を
積
み

立
て
る
プ
ラ
ン
（level-funded plan

）
を
活
用
し
、

Ａ
Ｃ
Ａ
に
よ
る
規
制
を
免
れ
る
こ
と
が
狙
い
で
す
。

　

議
会
予
算
局
が
６
月
20
日
に
公
表
し
た
Ｃ
Ｈ
Ｏ
Ｉ
Ｃ

Ｅ
法
案
の
財
政
影
響
試
算
を
み
る
と
、
興
味
深
い
こ
と

に
、
既
存
の
医
療
保
険
か
ら
移
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

保
険
料
負
担
が
軽
減
で
き
る
と
い
う
共
和
党
の
主
張
と

は
対
照
的
に
、
む
し
ろ
マ
ク
ロ
で
見
る
と
自
営
業
者
が

Ａ
Ｈ
Ｐ
へ
と
加
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
向
こ
う
10
年
間

で
２
億
３
１
０
０
万
ド
ル
の
歳
出
増
と
３
億
４
８
０
０

万
ド
ル
の
歳
入
減
が
生
じ
、
連
邦
財
政
赤
字
が
５
億
７

９
０
０
万
ド
ル
も
増
大
す
る
と
予
測
し
て
い
ま
す
（
法

案
全
体
で
は
、
Ａ
Ｃ
Ａ
が
設
立
し
た
予
防
・
公
衆
衛
生

基
金
へ
の
拠
出
削
減
な
ど
も
あ
り
、
３
億
４
８
０
０
万

ド
ル
の
赤
字
増
加
と
試
算
）（8）

。

　

下
院
で
の
Ｃ
Ｈ
Ｏ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
法
案
の
可
決
に
対
し
て
、

バ
イ
デ
ン
政
権
は
、
法
案
が
全
体
と
し
て
の
医
療
保
険

料
の
高
騰
を
招
き
、
か
つ
重
要
な
保
険
給
付
へ
の
ア
ク

セ
ス
を
制
限
す
る
と
し
て
、
直
ち
に
法
案
に
反
対
す
る

こ
と
を
表
明
し
ま
し
た
（9）

。
ま
た
、
各
州
の
保
険
担
当
部

局
の
団
体
で
あ
る
全
米
保
険
監
督
官
協
会
（N

ational 
A

ssociation of Insurance Com
m

issioners
）
も
、

変
更
す
る
こ
と
で
Ａ
Ｈ
Ｐ
の
普
及
を
企
図
し
ま
し
た

が
、
裁
判
結
果
を
受
け
て
、
最
終
的
に
、
複
数
の
雇
用

主
が
設
立
し
た
Ａ
Ｈ
Ｐ
は
「
複
数
事
業
者
合
同
従
業

員
福
祉
制
度
」（M

ultiple Em
ployer W

elfare 
A

rrangem
ent

）
と
し
て
、
州
保
険
法
の
規
制
が
適

用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
Ｃ
Ｈ
Ｏ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
法
案

は
、
改
め
て
Ｅ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ａ
を
改
正
し
、
現
行
規
則
の
見

直
し
を
迫
っ
て
い
ま
す
。

　

２
つ
目
は
、個
人
向
け
医
療
費
支
払
口
座（Individual 

C
overage H

ealth R
eim

bursem
ent 

A
rrangem

ent, 

Ｉ
Ｃ
Ｈ
Ｒ
Ａ
）
の
法
制
化
で
す
。
Ｉ

Ｃ
Ｈ
Ｒ
Ａ
と
は
、
雇
用
主
が
拠
出
す
る
医
療
費
支
払
い

口
座
（Health Reim

bursem
ent A

rrangem
ent, 

Ｈ
Ｒ
Ａ
）
の
一
種
で
、
医
療
費
の
支
払
い
目
的
で
従
業

員
が
当
該
口
座
か
ら
非
課
税
で
一
定
額
を
引
き
出
す
こ

と
が
で
き
る
仕
組
み
と
し
て
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
時
代
に

行
政
命
令
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
ま
し
た
（7）

。
Ｈ
Ｒ
Ａ
自
体

は
、
も
と
も
と
は
Ａ
Ｃ
Ａ
に
よ
り
個
人
医
療
保
険
加
入

者
に
対
す
る
医
療
保
険
料
税
額
控
除
が
導
入
さ
れ
た
際
、

雇
用
主
が
提
供
す
る
医
療
保
険
市
場
に
影
響
を
及
ぼ
さ

な
い
た
め
に
（
い
わ
ゆ
る
フ
ァ
イ
ア
・
ウ
ォ
ー
ル
）、
小

規
模
雇
用
主
に
限
定
し
て
認
め
ら
れ
た
仕
組
み
で
し
た
。

今
回
の
Ｃ
Ｈ
Ｏ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
法
案
は
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
が
導

入
し
た
Ｉ
Ｃ
Ｈ
Ｒ
Ａ
に
法
的
な
根
拠
を
与
え
る
こ
と
を

法
案
が
成
立
す
れ
ば
、
Ａ
Ｈ
Ｐ
が
州
保
険
法
に
よ
る
規

制
を
免
れ
る
た
め
、
自
営
業
者
や
中
小
企
業
の
労
働
者

の
医
療
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
制
限
さ
れ
、
あ
る
い
は
残
さ

れ
た
団
体
医
療
保
険
加
入
者
ら
の
保
険
料
負
担
が
上
昇

す
る
懸
念
が
あ
る
と
し
て
、
下
院
の
与
野
党
の
代
表
者

ら
に
法
案
に
反
対
す
る
と
の
書
簡
を
送
付
し
ま
し
た

（10）

。

対
し
て
、
全
米
商
工
会
議
所

（11）

（U
.S. Cham

ber of 
Com

m
erce

）
や
全
米
自
営
業
者
連
盟

（12）

（N
ational 

Bureau of Independent Business

）
は
、
Ｃ
Ｈ

Ｏ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
法
案
を
支
持
す
る
と
の
声
明
を
発
表
し
て
い

ま
す
。

　

上
院
で
民
主
党
が
多
数
派
を
占
め
、
ま
た
バ
イ
デ
ン

大
統
領
も
反
対
し
て
い
る
以
上
、
Ｃ
Ｈ
Ｏ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
法
案

が
成
立
す
る
可
能
性
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
は
い
え
、
Ｃ

Ｈ
Ｏ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
法
案
の
提
案
と
可
決
か
ら
伺
え
る
こ
と
は
、

共
和
党
の
指
導
部
が
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
期
の
経
験
も
ふ

ま
え
て
、
当
面
は
Ａ
Ｃ
Ａ
の
廃
止
で
は
な
く
空
洞
化
を

法
制
化
す
る
方
向
で
、
医
療
制
度
改
革
を
企
図
し
て
い

る
こ
と
で
す
。
そ
の
意
味
で
は
、
今
後
の
医
療
保
険
制

度
を
め
ぐ
る
政
策
論
議
は
、
Ａ
Ｃ
Ａ
そ
れ
自
体
で
は
な

く
、
む
し
ろ
Ｓ
Ｔ
Ｌ
Ｄ
Ｉ
や
各
種
の
例
外
給
付
プ
ラ
ン
、

さ
ら
に
は
Ａ
Ｈ
Ｐ
な
ど
に
対
す
る
具
体
的
な
法
的
規
制

の
是
非
を
争
点
と
し
て
、
議
会
と
司
法
の
双
方
で
攻
防

が
続
く
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
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